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１【提出理由】 

 平成29年６月23日開催の当社第75期定時株主総会において、決議事項が決議されたので、金融商品取

引法第 24 条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第２項第９号の２の規定に基づき、

本臨時報告書を提出するものである。 

 

２【報告内容】 

（１）当該株主総会が開催された年月日 

   平成29年６月23日 

 

（２）当該決議事項の内容 

第１号議案 剰余金処分の件 

    １．期末配当に関する事項 

当社普通株式１株につき金27円 

２．剰余金の処分に関する事項 

    （１）増加する剰余金の項目及びその額 

       別途積立金    5,000,000,000円 

    （２）減少する剰余金の項目及びその額 

       繰越利益剰余金  5,000,000,000円 

第２号議案   取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件 

  取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、江川健太郎氏、土屋忠巳氏、田中 均氏、楠 

重範氏、圓鍔 勝氏、岩﨑俊隆氏及び山本康裕氏を選任する。 

第３号議案   監査等委員である取締役１名選任の件 

  監査等委員である取締役として、阿部 亮氏を選任する。 

 

（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される

ための要件ならびに当該決議の結果 

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件 
決議の結果 

（賛成の割合） 

第１号議案 519,220 17,587 0 （注）１ 可決（96.72％） 

第２号議案    （注）２  

江川 健太郎 523,141 13,666 0  可決（97.45％） 

土屋 忠巳 525,813 10,994 0  可決（97.95％） 

田中 均 525,765 11,042 0  可決（97.94％） 

楠  重範 530,438 6,369 0  可決（98.81％） 

圓鍔 勝 532,101 4,706 0  可決（99.12％） 

岩﨑 俊隆 529,802 7,005 0  可決（98.70％） 

山本 康裕 486,350 50,457 0  可決（90.60％） 

第３号議案    （注）２  

阿部 亮 429,390 107,397 0  可決（79.99％） 

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成である。 

     ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び

出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。 

     ３．賛成の割合の計算方法は、本総会に出席した株主（本総会前日までの事前行使分及び

当日出席）の議決権の数のうち、賛成の確認ができた議決権の数の割合である。 

 

（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の各議案の賛成の確認ができた議決権の数の集計により、

各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立した。このため、本総会当日出席の株主のうち、

賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算していない。 


